
 

 

１. 変更内容 

（１）オンライン業務の変更 

ＩＤＡ０１業務において、ＢＰ承認後に、入力された検査立会者がシステムに存在しなくてもエラーと

ならないように、チェック処理を変更する。 

（Ａ）検査立会者に入力された利用者コードが、利用者ＤＢに存在しているかのチェックにおいて、ＢＰ承

認後の場合は、チェックしないように変更する。 

（Ｂ）検査立会者は、ＢＰ承認後は変更不可である。本改変においては、変更不可チェックの変更は行わな

い。 

    

２. 変更対象業務 

＜オンライン業務＞ 

・｢輸入申告事項登録変更（ＩＤＡ０１）｣業務 

 

３. リリース予定日／サービス開始予定日 

（１）ＡＰ、端末資材 

ＡＰ  ：２０２２年０３月２０日（日）保守時間帯 
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＜航空／海上業務＞ 
ＩＢＰ時の検査立会者存在チェックの廃止 

機
能
概
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＜変更前仕様＞ 

「輸入申告事項登録変更（ＩＤＡ０１）」業務において、入力された検査立会者がシステムに存在するかチ

ェックを実施しており、輸入許可前引取貨物の輸入申告（ＩＢＰ）の際に、当該利用者が存在しない場合に、

システムでの申告が不可能となるため、手作業移行し、マニュアルで申告が必要となる。 

＜変更後仕様＞ 

ＩＤＡ０１業務において、ＢＰ承認後は入力された検査立会者がシステムに存在しない場合、エラーとなら

ないようにすることで、システムでのＩＢＰを可能とする。 


